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第 1 章 総則

第1条 目的

このマニュアルは、避難所として指定されている美浜北小学校が避難所としての

役割を求められる様な災害が発生した場合に、美浜北小学校区にある近隣 2 自治会

と学校（以下「構成員」と言う）、浦安市直行職員が連携し避難所運営・住民対応・

行政対応などを行うことを目的とする。

第2条 構成および前提条件

1. 構成

（１）発災直後に初動を起こす場合（第 2 章に記載）

①地震時の対応

②高潮等発生時の対応

③その他の災害への対応

（２）初動体制の後、避難所が開設される事態になった場合（第 3 章に記載）

①短期的な避難所開設の場合

平成２３年 3 月 11 日規模の浦安市の災害のイメージで、主に避難所が飲料

水、食料、トイレ、情報の供給基地になることを想定。

②長期的な避難所開設の場合

上記（１）を超える規模の災害が発生し、ある期間避難所で住民が生活するこ

とになった場合を想定。

美浜第１５自治会

つばさ子供会

美浜東エステート自治会

しおかぜ子供会

YＡＨＯＯ！ＪＡＰＡＮ 地図
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2. 前提条件

（１）想定災害規模

• 周辺の住宅やマンションおよび美浜北小学校、美浜中学校は倒壊せず、原則と

して利用上の危険がないことを前提とする。

• 避難所が倒壊するなど想定以上の災害があった場合は、行政との打ち合わせに

基づき対応方針を決める。

（２）想定する災害発生の時間帯

• 美浜北小学校内に、学校職員他関係者（以下「学校職員等」という）が在校し

ている時間帯および夜間又は休日等の学校職員等が在校していない時間帯の双

方を前提とする。

• なお、避難所に学校職員等が在校しない場合に災害が発生した時は、浦安市の

直行職員が可及的速やかに駆けつけ、鍵を開けることを前提としている。

（３）想定避難者

• 美浜東エステート住民

• 美浜 15 自治会住民

（４）避難者の基本行動

• 避難所（美浜北小学校）での生活は、自宅の倒壊、破損等により生活が困難な

市民を原則とし、出来るだけ自宅で生活するものとする。地震等の災害が発生し

た場合の避難は、住民の自主的な避難とするが、避難勧告・指示等が出た場合に

はこれに従う。また、避難をする場合は、以下のことに努めることとする。

• 避難する時は、３日分程度の食料や飲物、毛布なども持参する。

（※体育館、校舎内に入るため避難袋に室内履き等を事前に用意しておく。）

• 家を離れる時には、電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉める。

• 避難所の入口は、体育館入口とし、そこで住所、氏名等を避難世帯調査票（P．

１６参照）に記入し、本部へ提出する。

• 避難所では、避難所本部役員に協力するとともに、積極的に救助委員として申

し出る。

• 履いてきた靴は、入口で脱ぎ、手持ちの袋に入れて施設内に入る。

• 本校に通学している児童がいる避難者は、児童を引き取った後、避難所に移動

する。

• 避難場所では、場合により、机・イスを指定する廊下に搬出して使用場所を確

保する。

• 原則として、体育館のトイレ、水道を使用する。仮設トイレの設置、給水準備

完了後はそちらも併用する。

• ペットは避難所室内に連れて入らない。ペットはケージに入れて室外にとどめ

置き、給餌等自己管理を行う。

• 避難所運営のため、１階会議室に運営本部を開設するが、避難所生活が長期化

する場合は、避難者自らの手で避難所を運営する「避難所自治組織」を立ち上げ、

避難所生活のきまり等をつくる。
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第3条 構成メンバーおよび組織

1. 構成メンバー

（１）美浜第 15 自治会

（２）美浜東エステート自治会

（３）美浜北小学校

2. 避難所運営のための組織・団体

（１）避難所運営本部

①本部長 自治会側から選出 1 名

＊ 本部長は、美浜東エステート自治会と美浜第１５自治会が隔年で務める。

＊ 令和元年度（15 自治会長）、令和 2 年度（東エステート会長）、令和 3 年

度（15 自治会長）、の順番で担う。

②副本部長 校長（教頭） 学校側から選出 1 名

③本部長代理 自治会側から選出 １名

＊ 本部長代理は、美浜第１５自治会と美浜東エステート自治会が、本部長と重

ならないように隔年で務める。

④運営委員 自治会・直行職員・学校側から必要人数を選出

＊ 運営委員は、避難所運営に必要な各班（詳細は第三章にて記載）のリーダー

となる者を言い、その人数に関しては災害の程度により運営本部で決定する。

（２）サポートスタッフ

①美浜第１５自治会及び美浜東エステート自治会住民

②しおかぜ子供会及びつばさ子供会

③災害派遣ボランティア（市等より）

④避難住民からのボランティア

＊ サポートスタッフとは、避難所運営に必要な各班に於いて運営委員の指示

のもとに各班の業務を現場で遂行する者を言う。

（３）派遣行政等スタッフ

運営委員、サポートスタッフに帰属せず行政（浦安市）側のスタッフとして

避難所運営本部と行政とのパイプ役として機能する。

直行職員２名(市職員：美浜北小と美浜中学校２校に対し、２名の配置)。

＊ 直行職員とは、震度 5 強以上の地震が発生した場合に当該小学校・中学

校（避難所）に昼夜・休日を問わず参集し、初期対応活動を行う市職員のこ

とをいう。

＊ 避難所開設に伴い夜間・休日に参集する学校職員は、児童対応を優先する。
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3. 定例会議

本マニュアル記載内容の加筆・修正、各種関連情報の関係当事者間での周知徹

底および担当の引継ぎを目的として本構成メンバーにて以下記載のとおり定例会

議を開催する。

（１）回数 毎年２回（自治会によって決定）

（２）場所 美浜北小学校会議室

＊ 状況に応じて時期、場所は柔軟に変更する。

＊ 必要に応じて臨時会議を開催する。

4． 避難所開設に係る訓練
自治会によって決定する。
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第4条 災害対応概略フロー

以下のフローでは、大規模地震発生時等において、浦安市から避難所開設準備情報が

発令されることを前提としているが、当該情報が発令されない場合においても、別途、

避難所運営本部長もしくは美浜北小学校長の判断により運営本部員を招集することが

できるものとする。（震度５強で自動開設。また、ライフラインが止まった場合）

行政による避難準備・勧告・

指示等

本部長から対策検討会議メン

バーへ会議招集連絡

美浜北小学校会議室に対策会

議メンバー集合

※ユニフォーム着用

避難所運営方針および

本部メンバーの決定

ケースＡ 短期避難所の場合 ケースＢ

（全員受け入れが基本）

受付誘導、給水、トイ

レ設置、情報伝達、相

談窓口等の役割分担

住民へ避難所利用方法等の

ガイダンスを実施

避難所運営本部の各役割

分担・人員選出

避難所開設の是非等を討議

避
難
所
開
設
情
報

※浦安市災害対策本部は震度５

以上で設置が検討される。

住民は美浜北小学校の体

育館へ一時避難

※地区内住民以外は美

浜中学校へ。

※震度 5 強以上の場合、

招集の有無にかかわら

ず、発災後 6 時間以内

に自動的に集合する。

直行職員

（本校対応職員）

美浜北小へ駆けつけ、開錠後、施設の安

全確認へ。安全確認が終わるまでは体育

館の外で並んでいてもらう。状況で自主

参集。

※避難所開設決定後、対策検討会議を

避難所運営本部に改称

受付開始

※収容スペースが不足している場

合は、校舎内教室へ誘導する。

※各自治会、ボランティアから

人員の選出を行う。

各自治会長、校長から対策検討

会議立ち上げを通知

長期避難所の場合

※校舎内の私物、教具等に触らせない。

※ユニフォームは構成員と判別できるもの。
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第 2 章 初動体制

第1条 災害発生時対応

1. 災害対策検討会議の開催

震度 5 強以上の地震が発生した場合には、本部長（自治会代表者）、副本部長は、

概ね 6 時間以内に集合し、災害対策検討会議を開催する。

＊ 震度 5 強以上の震災が発生した場合、夜間及び休日であっても、浦安市から

あらかじめ指名された直行職員が速やかに美浜北小学校に集結することとなっ

ている。防災倉庫の鍵は緊急時に駆けつけることがあらかじめ決められている

市直行職員が所持している。体育館の開錠は、直行職員が行う。

2. 連絡網、集合場所等

（１）災害対策検討会議を立上げた本部長（本部長代理）、副本部長は、予め定められ

た運営委員（自治会・学校職員）等関係者に連絡する。

＊ 連絡網、連絡手段の詳細は第 4 条の記載内容参照。

（２）前項の災害対策検討会議を開催する場合、本部長、副本部長は、美浜北小学校会

議室に集合する。

＊ 美浜北小学校会議室の場所については 14 ページを参照

（３）災害対策検討会議に入るメンバーは、他の住民等と識別するために予め指定され

たユニフォーム（または、それに代わる避難者と区別できる物）を装着して集合（ま

たは、集合してから着用）するものとする。

第2条 地震発生時後に高潮時等がある場合の対応

１．高潮等の水害対応警報が発令された場合は、美浜北小学校３階以上の教室や廊下

に避難することとする。

児童在校時に高潮等の水害警報が発令された場合は、児童及び美浜北認定こども園

園児は３階に避難し、その後、状況によっては、3 階で児童及び美浜北認定こども園

児を保護者に引き渡す。その後、状況によっては、２、３階にて避難する。

２．高潮警報等が発令され、美浜北小学校の３階より高い場所に避難することが不可欠

な状況が発生した場合は、第二次避難場所として美浜東エステートに避難することと

する。また、避難者の美浜北小学校から美浜東エステートへの移動については慎重に

行うものとする。

（令和２年度の改修工事により、校舎屋上はフェンスが撤去されたため、屋上は使用不可）

第3条 その他災害時対応

1. 地震以外の災害が発生し美浜北小学校区の地域としての災害対策が必要と市が判
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断した場合、美浜北小学校が「待避所（２次開設）」として運営される。運営者は

市の待避所担当職員と学校担当者とする。状況に応じ、市の要請にしたがって本

部長・副部長は活動に協力する。なお、待避所開設にあたっては、別冊「浦安市

待避所開設・運営マニュアル」（令和２年７月）に従う。

2. 対応の手順は、市の担当者の指示に従う。

第4条 連絡網

1. 各種連絡先

防災関係施設・医療施設等の連絡先は「資料編」に記載されている。構成メンバ

ーの連絡先については、取扱厳秘で配付する。また、連絡先に変更がある場合は

学校（教頭）に連絡し、再度、構成メンバーに周知することとする。

2. 連絡手段

各構成員同士は以下の手段で連絡を取り合うこととする。

（１）自宅電話および携帯電話（学校の災害対応電話）

（２）防災無線（小学校：職員室、音楽室や体育館等へ持ち運び可能）

（３）PC メールおよび携帯メール

（４）各自治会内での災害掲示板（伝言ベース）
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第３章 避難所運営

第1条 前提条件

1. 避難者の受入れ

（１）災害発生直後の緊急避難時は、避難者は全員受け入れる。

（２）新型コロナウィルス感染症等の対策として

①ソーシャルディスタンスをとって並んでもらう

②マスクの着用と手指の消毒を行ってから入ってもらう

③体調不良等がある方は、体育館入口の更衣室内に入ってもらう

（３）災害発生後安定状態になった時は行政と連携し当校区避難所で受け入れるべき避

難者の範囲を明確にして対応する。受け入れ人数や来所人数の周知について、令

和 2 年 10 月現在、市は、受付に模造紙等に記載する等とし、受け入れ人数を超

えた場合は、避難所中継本部（教育委員会）と調整し、他の避難所へ案内する予

定である。

※ 美浜北小学校：美浜東エステート、美浜第 15 自治会

※ 美浜中学校：美浜第 16 自治会、帰宅困難者

（４）本章記載内容は災害発生直後のことを想定したものではなく、発生後一定時間が

経過し避難所を開設運営する状態になった場合のことを想定している。

（４）避難所を使用する避難者は３日程度の飲料水・食料は自助努力で準備しておくこ

とを前提とする（各自治会で住民と自治会備蓄をあわせて３日間以上の飲料水･食

料を確保するよう普段から備える必要がある）。

※ ①入所時に(ア)「入所者名簿用紙」(2 枚)と(イ)「避難世帯調査票」を渡す。

②入所者が落ち着いた頃を見計らって（ア）(2 枚)と（イ）を提出してもらう。

（ア）1 枚を（イ）とホチキスで留める。

③(ア)の 1 枚は、安否確認のために掲示する。

2. 避難所の概要

（１）ケース A：短期避難所の場合（東日本大震災時に於ける浦安市の被災規模）

・ 避難所の目的

寝泊りの為の避難所として運営される期間は数日で、避難所としての主たる

目的は情報収集、トイレ利用等の基地として利用される。

・ 避難所で必要とされる役割

受付誘導・給水支援・仮設トイレ管理・情報伝達・相談窓口等。

（２）ケース B：長期避難所の場合（上記①のケース A を超える被災規模）

・ 避難所の目的

避難者が生活の場として比較的長期間使用することに加え、避難所で生活し

ない地区住民もケース A の目的で利用する避難所を想定。

・ 避難所で必要とされる役割（ケース A からの追加※）

食料配給・エネルギー管理・物資調達管理・衛生清掃・防犯対策・その他

＊ 災害の規模に応じて、適宜班を設置し運営に当る。
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（３）避難所の縮小

・ 市本部の指示により、段階的に避難所利用スペースを縮小する。避難者の減

少に応じて運営体制も縮小する。避難者は、美浜北小学校避難所の清掃を行い、

避難所利用スペースを学校に引き渡す。

（４）避難所の閉鎖

・ 市本部の指示により、学校教育の再開を目的に避難所の統合や閉鎖を行う。

避難所運営は、避難者の生活再建支援と、授業の早期再開に向けた原状回復を

重視して運営する。

第2条 避難所運営組織詳細

1. 避難所運営本部（美浜北小学校校舎１階会議室）

（１）避難者に対する本部からの伝達事項、指示事項の決定機関（運営会議で決定）。

（２）本部長、本部長代理、副本部長、教頭、子供会代表、運営委員、行政派遣スタッ

フから構成される避難所運営会議を原則毎日開催する。

（３）避難所運営に必要な班の指導管理を行う。

（４）その他避難所運営全般に関する業務の統括。

（５）情報伝達

（６）エネルギー管理

（７）物資調達管理

（８）施設管理

（９）防犯対策

（10）人材管理（ボランティア等）

2. 受付誘導班（体育館）

（１）避難者受付の設置（美浜北小学校体育館入口）

（２）各自治会受付デスク、登録記録用紙、掲示板など準備

（３）登録、人数確認（要支援者は受付時に美浜公民館へ移動してもらう。）

（４）避難場所の掲示、ルート指示案内

（５）避難場所への誘導

3. 給水支援班（体育館）

（１）公助による給水作業の支援（行政との調整）

（２）給水時間、給水量、ローテーションなどの情報を把握し避難者への伝達

（３）受給水体制の管理、支援スタッフの管理

（４）美浜北小学校受水槽からの給水および管理

4. 食料配布管理班（体育館）

（１）公助による食料配布の支援と秩序維持および配布ルール管理（行政との調整）

（２）備蓄食料の管理
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5. 仮設トイレ設置管理班（体育館）

（１）公助による仮設トイレの配置支援、設置個数の把握（行政との調整）

（２）防災備蓄の仮設トイレの設営・管理

（３）衛生・清掃班（体育館）（各自治会で１日交代）

（４）トイレなどの衛生管理・清掃

（５）避難所施設の衛生・清掃支援

（６）ごみ処理対応

6. 医療救命班（教育相談室）

（１）各自治会等のボランティアと連携

（２）外部支援組織との連絡調整（行政主導による１次，２次、３次医療施設等）

（３）弱者ケア体制の確保

（４）行政との連絡調整

第3条 避難者収容場所および関連施設位置図

美浜北小学校施設内での以下想定設置場所は、「資料編」別紙３のとおり

収容場所、要支援者、女性のための収容場所、仮設トイレ、避難所運営本部および会

議室、防災備蓄倉庫、給水所、医療・医務室、ペット（犬、猫）校舎外

こども園引渡し場所

※高潮警報発令時避難場所・・（３階）児童・園児・地域住民等避難場所

放
送

室

保健室

プール

更
衣
室

受水槽
体

育

館

湯沸室

準
備

室

音楽室
児童用昇降口

事
務

室

職 員 室
校
長

室

玄関
多目的室

印刷室
WC

会
議
室

通級指導教室
（ことばときこえの教室）

１階

WC WC

清

掃

倉

庫

行事倉庫
配膳室

食料配布
管理班

用務員室

少人数教室 ３－１ ２－１ ２－２ １－１
どんぐり教室
（学習支援室)

生活科室

医療救命班

（要支援）

教材室

EV WC WC 児童育成クラブ

図 書 室
乳幼児・

女性のための収容場所

わくわくルーム

(教育相談室)
コンピュータ室

２階

WC WC 理科室
準
備
室

配
膳
室

WC WC
図工室

準
備
室

４－１ 少人数教室 ５－１ ６－１ 少人数教室

別紙３ 美浜北小学校内想定設置場所 ×の部屋は使用不可 令和４年４月１日現在

３階

WC WC 家庭科室
準
備
室

配
膳
室

教材室

EV

水の使用可

エネルギー管理班・資材調達班

ペット収容所（昇降口の一部）

運営本部 情報伝達班伝達班

人材管理班 施設管理班
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放送

スロープ

スロープ

Ｗ
Ｃ

更衣室 機械室

防災倉庫

仮
設
ト
イ
レ

プール

更衣室
Ｗ
Ｃ

入口

W
C
女

更
衣
室

給
水
所

器具庫

器具庫 体育館
避難場所→避難所

W
C
男

更
衣
室

（受付誘導班）（給水支援班）
（防犯対策班）（仮設トイレ設置管理班）

（衛生・清掃班）


